
令和４年10月18日

札 幌 方 面

千 歳 警 察 署

千歳警察署では、千歳市及び恵庭市に居住
されている方、又は、転入された方の運転免
許証の記載事項（住所、氏名、本籍）変更が
できますが、一部の交番や駐在所において
も、変更することができます。

※ 変更ができる交番・駐在所
千歳市～泉郷駐在所、支笏湖駐在所
恵庭市～恵庭交番、恵み野交番、島松駐在所

ただし、交番や駐在所で記載事項変更する
場合は、後日千歳警察署庁舎に来ていただい
て、ＩＣチップの追記を行う必要があります。
千歳警察署庁舎では、ＩＣチップの追記を同

時に行うことができます。

※ 御不明な点は

千歳警察署交通第一課

ＴＥＬ：0123-42-0110（平日8:45～１７：３０）

にお問い合わせください。


